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【介護保険関係申請の際の本人確認等の方法について】 

①  本人による申請の場合 

本人が自ら申請を行う場合、保険者等で申請書を受け付ける際に、（ア）本人の番号、

（イ）本人の身元の２つを確認させていただきます。それぞれの場面で必要となる書類は

下記のとおりです。（別添１参照） 

（ア） 番号確認 

本人の個人番号カード、本人の通知カード、本人の個人番号が記載された住民票の写し

等によって行います。これらが困難な場合は、保険者等において、地方公共団体情報シス

テム機構（住民基本台帳ネットワーク）への確認や、住民基本台帳の確認等によって番号

確認をすることになります。 

（イ） 身元確認 

本人の身元確認は、 

（ⅰ）個人番号カード（通知カードではありません。） 

（ⅱ）運転免許証、パスポート、身体障害者手帳 等 

（ⅲ）官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示

等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの（(a)氏名、(b)生年月

日又は住所が記載されているもの） 

（ⅳ）（ⅰ）～（ⅲ）までが困難な場合には、公的医療保険の被保険者証、年金手帳な

ど所定の書類を２つ以上提示いただきます。（介護保険被保険者証と負担割合証等） 

 

②  代理人による申請の場合 

代理人が申請を行う場合、保険者等で申請書を受け付ける際等に、（ア）代理権、（イ）

代理人の身元、（ウ）本人の番号の３つを確認する必要があります。それぞれの場面で必

要となる書類は下記のとおりです。（別添１参照） 

（ア） 代理権の確認 

代理権の確認は、法定代理人（成年後見人等）の場合は、戸籍謄本その他その資格を証

【個人番号導入に伴う高齢者等への配慮について】 

平成２８年１月以降、個人番号（マイナンバー）を記入した各種申請書を提出いただく際

は、個人番号が正しいこと（番号確認）や、現に手続きを行っている者が当該個人番号の正

しい持ち主であることの確認（身元確認）を行うこととなりますが、申請者等が高齢である

ことにも鑑み、申請時の対応については、以下の対応を行います。 

○ 各種申請については、原則として個人番号の記載が必要ですが、その際、申請者が自身の

個人番号がわからず申請書等への個人番号の記載が難しい場合等には、市町村の住民基本台

帳又は住民基本台帳ネットワーク等を用いて当該申請者の個人番号を検索し、職員が記載す

る取扱いとします。この場合、番号確認及び身元確認書類の提出は不要となります。 

○ 同一の申請の２回目以降の申請の際には、保険者において初回の申請により当該申請者の

個人番号を既に保有していると確認できる場合には、申請書への個人番号の記入を省略する

ことができます。省略した場合、番号確認及び身元確認書類の提出は不要です。 



明する書類、任意代理人（家族、ケアマネージャー）の場合は委任状によって行いますが、

これらが困難な場合は、本人の介護保険被保険者証など官公署等から本人に対し一に限り

発行・発給された書類その他の保険者が適当と認める書類で確認させていただくこととな

ります。 

（イ） 代理人の身元確認 

代理人の身元確認は、 

（ⅰ）個人番号カード（通知カードではありません。） 

（ⅱ）運転免許証、パスポート、身体障害者手帳 等 

（ⅲ）官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示

等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの（(a)氏名、(b)生年月

日又は住所が記載されているもの）例）居宅介護支援専門員証等 

（ⅳ）（ⅰ）～（ⅲ）までが困難な場合には、公的医療保険の被保険者証、年金手帳な

ど所定の書類を２つ以上提示いただきます。（介護保険被保険者証と負担割合証等） 

（ウ） 本人の番号確認 

本人の番号確認は、原則として、本人の個人番号カード、本人の通知カード、本人の個

人番号が記載された住民票の写し等によって行います。これらが困難な場合は、保険者等

において、地方公共団体情報システム機構（住民基本台帳ネットワーク）への確認や、住

民基本台帳の確認等によって番号確認をすることになります。 

 

③  ①②以外の場合【委任ができない場合、代行申請など】 

（ア） 代理権の授与が困難な被保険者に係る申請を行う場合 

本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、個人番号の記載ができない場合

や代理権の授与が困難である場合等には、申請書に個人番号を記載することなく受付する

こととします。 

（イ） 代理権のない使者による申請の場合【代行申請】 

本人の代わりに使者が申請書の提出を行っただけに過ぎない場合は、個人番号が使者に

見えないよう、申請書と本人確認書類を封筒に入れて提出する等の措置を講じてください。

また、この場合、使者が利用者本人に代わって申請書等に個人番号を記載することはでき

ないこと、本人確認書類は「①本人による申請の場合」（ア）、（イ）の写しを同封して

いただく必要がありますので注意してください。 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

○ 介護事業者は、本人から委任された権限の範囲内で個人番号を利用する事務を行ってい

るに過ぎないため、これを超える範囲で個人番号を利用することは認められません。例え

ば申請時に視認した個人番号を事業所に記録しておき、それを利用して介護サービス利用

者の情報管理を行うなどは出来ません。個人番号が記載された申請書等を業務上の必要で

コピーを蓄積する場合は、個人番号の記載箇所の黒塗り等での対応により個人番号が蓄積

されないように注意してください。 

 ただし、被保険者証等（再）交付申請については、使者（代行申請）による再発行等は

出来ません。申請書の他、委任状等の代理権の確認できる書類が必要となりますのでご注

意ください。 


